
確認事項 

 

１．受講時の諸注意 

■講習時間は法令によって定められています。各履修時間を満たすよう文部科学省に申請し認可を受けています

ので、遅刻・欠席・途中退席・早退等をなさいますと、講習取り消しとなり、履修証明書の発行は出来ません。 

■他の受講者の方々にご迷惑となる行為をされた場合は、退室していただく場合がございます。 

■ご自身の接続環境の不調により受講できなかった部分の内容について補講などは行いません。同様に回線不

調により長時間離席された場合も、講習時間を満たさなかったものとして取り扱い、履修証明書の発行はでき

ませんので、あらかじめご了承ください。 

 

２．修了認定試験 

【星槎大学の基本方針】 

修了認定の基準は、「文部科学大臣が告示する講習内容について基礎的な知識技能が習得されていると認めら

れる場合に行われる」となっています。したがって、講習内容が理解されているか、説明できるかといった観点

での試験内容です。決して、暗記力を問うものではありません。本学の修了認定試験では、講習のテキスト等は、

持ち込めます。テキスト等を見ながら正しい知識の確認ができるかという点に留意しています。100 点満点で総

合的に出題され、それぞれの領域で判定されます。 

 

■更新講習の認定には、全ての講習プログラムの受講と修了認定試験の合格が必要です。 

成績 

凡例 

点数（100 点満点） 合否 

60 点～100 点 合格 

0 点～59 点 不合格 

 

【試験範囲】 

修了認定試験は、講習内容・資料の全般から出題されます。特定の部分のみではありませんのでご注意くださ

い。また、先に述べたとおり、暗記試験ではありませんが、試験のときすべての持ち込み資料を確認するのでは

時間が足りなくなる恐れがありますので、キーワードを確認しやすくすることをお勧めします。合格することが

まず第一の目的であり、講習全般にわたって内容を理解いただければ合格することが可能なように試験の準備を

担当講師がしております。 

 

３．履修証明書 

■修了認定試験合格者には、受講後約 1週間程度で履修証明書を電子メールでお送りします。 

■履修証明書は各自で印刷してください。 

■履修証明書の個別採点・個別発送はお受け出来ませんのでご了承ください。 

■お名前に外字（ＪＩＳ規格の文字コードに含まれない文字）が該当する場合には、ＰＣ上に表記可能な漢字で

運用させて頂きます。申請上の不具合はございませんので、ご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．更新講習修了確認申請書 

■更新講習修了確認申請書の提出は、個人・勤務校によって提出期日・提出先が異なります。あらかじめ、所属

長や教育委員会にご確認ください。 

■申請書の提出については、管轄の教育委員会のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

５．申込後に住所等の変更があった場合 

ご住所などに変更があった場合は、電子メールでご連絡ください。 

 

６．領収証の発行 

領収証の発行を希望の方は、右記の項目を明記の上、電子メールにてお申し出く

ださい。お送りいただいた電子メールに領収証を添付して返信いたします。 

 

 

７．講習予約の取消 

 講習当日に、遅刻・欠席された場合はお申込いただいた講習が取り消しとなります。 

また、ご入金いただいた受講料は全てご返金できませんのでご注意ください。 

 

８．キャンセル（辞退） 

講習を辞退される場合は、電子メールにてお申し出ください。 

※ご入金いただいた受講料は全て返金できませんので、ご了承ください。 

 

９．講習の振替 

 ご予約いただいた講習の振替（講習変更）は出来ません。変更をご希望の場合は、一度お申込みいただいた講

習をキャンセルし、新たにお申込みいただく必要があります。※再度受講料がかかります。 

 

１０．講習の中止・延期など 

 天変地異等の不測の事態により、開講時間の遅延あるいは講習中止、開講日程の変更を行う場合がありま

す。その場合は、ホームページに掲載するとともに、速やかに受講予定の皆様に対応についてご連絡いたしま

す。 

 

１１．プライバシーポリシー 

 受講申込によって登録された個人情報は、教員免許状更新講習受講に関する諸業務・諸連絡のほかに、本学か

らの情報提供及び受講登録された教員との情報共有サイトへの登録に利用しますのでご了承ください。 

 

お問い合わせ 

星槎大学教員免許状更新講習センター 

メールアドレス：info_koushin@seisa.ac.jp 

 

各自が修了証明書（３０時間以上の履修証明書のセット）を添付して、勤務する学校が所在する各都道府

県教育委員会（免許管理者）に更新講習修了確認の申請を行う必要があります。（文部科学省ＨＰ：「教

員免許更新制リーフレット」より） ※申請書の提出に関してのお問い合わせは、各教育委員会等にお願

いします。 

【領収証発行希望】 

・受講番号 

・氏名 

・受講日 


